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１ 開 会 

○議長（宮本莊山） ただいまから、全員協議会を開会いたします。 (10:00) 

初めに市長から御挨拶があります。         

 

２ あいさつ 

◯市長（森島武芳） おはようございます。 

全員協議会の開催に当たりまして、一言御挨拶を申し上げます。本日の議題

は、令和８年度地方税制改正（案）の概要についてでございます。本議題につ

きましては、税務課長から御説明をいたしますので、よろしく御協議ください

ますようお願い申し上げます。 

 

３ 議 題 

⑴ 協議事項について 

① 議員案第１号 矢板市議会委員会条例の一部改正について 

② 議員案第２号 矢板市議会会議規則の一部改正について 

〇議長 ３、議題に進みます。⑴協議事項について、①及び②について一括説明

を求めます。 

〇議会運営委員長（佐貫 薫） 提出議員案について御説明申し上げます。本日

午前９時 30分から第２委員会室において議会運営委員会を開催し、議員案２

件を提出することに決定いたしました。議員案第１号 矢板市議会委員会条

例の一部改正については、矢板市行政組織条例の一部改正に伴い、常任委員会

の所管を変更することから条例の一部を改正するものであります。議員案第

２号 矢板市議会会議規則の一部改正については、地方議会に係る手続きの

オンライン化等を内容とする地方自治法の一部改正に伴い、本市議会におけ
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る手続きのオンライン化に対応することなど、所要の整備を行うため、規則の

一部を改正するものであります。 

提出に当たりましては、私が提出者、議運の委員５名が賛成者として提出を

いたします。日程につきましては、本日の最後に提出いたしまして、委員会付

託を省略し、即決でお願いしたいと思います。 

何とぞ、議員各位の御協賛を賜りますようお願い申し上げます。 

〇議長 説明は終わりました。 

御質疑等はありませんか。 

（なし） 

〇議長 ないものと認めます。 

 

⑵ 報告事項について 

① 令和８年度地方税制改正（案）の概要について 

〇議長 次に、⑵報告事項について、①について報告を求めます。 

〇税務課長（髙久聡子） 令和８年度地方税制改正（案）の概要について、市税

関係の主な改正概要を御説明いたします。 

初めに、１の固定資産税になります。新築住宅に係る固定資産税の減額措置

について、現行制度における新築一般住宅に係る固定資産税については、最初

の３年度分、また、認定長期優良住宅の場合は５年度分の税額の２分の１を減

額しております。今回の改正においては、令和８年４月１日以後に新築された

住宅に対して、床面積要件を 40 平方メートル以上 240 平方メートル以下と引

き下げることとともに、適用期限を令和 13 年３月 31 日までの５年間延長す

ることとなります。次に、２の軽自動車税環境性能割については、令和８年３

月 31 日をもって廃止となります。最後に３の国民健康保険税になりますが、
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⑴は基礎課税額に係る課税限度額を 67 万円に引き上げるもの、⑵は子ども・

子育て支援納付金課税額に係る課税限度額を３万円とするもの、⑶は均等割額

と平等割額を軽減する制度における軽減判定所得を算定する際の被保険者の

数に乗ずべき金額を５割軽減では 31 万円に、２割軽減では 57 万円にそれぞ

れ引き上げるものです。 

以上が令和８年度地方税制改正（案）のうち、市税関係の主な改正概要でご

ざいます。この税制改正に伴います市税条例等の改正につきましては、施行日

に合わせまして議案として提出させていただきますが、４月までに改正が必要

なものにつきましては、専決処分をいたしまして次の議会で報告させていただ

きます。 

説明は以上です。 

〇議長 報告は終わりました。御質疑等はありませんか。 

（なし） 

〇議長 ないものと認めます。 

 

４ その他 

○議長 ４、その他に入ります。議員各位及び市当局から何かありませんか。 

〇議会事務局長（星 哲也） 令和７年度の政務活動費の下半期分の報告は今月

末となっておりますので、御活用なさった議員につきましては、今月末までに

提出をお願いいたします。 

以上です。 

〇議長 そのほかにありませんか。 

（なし） 

〇議長 ないものと認めます。 
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５ 閉会 

○議長 以上で全員協議会を閉会いたします。         （10：06） 
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令和  年  月  日 

 

 

議長 

 

 


